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事 務 局  （朝 礼） 

 

議  長  開会にあたり、ごあいさつを申し上げます。昨年の末は大変な大雪に見舞わ

れました。大雪の災害を経験したわけでございますが、昨今は、大変気温が低

うございました。連日零下の日が続いております。今朝の愛媛新聞報道により

ますと、久万高原町でもダイヤモンドダストが発生した。或いは笛ヶ滝の馬頭

池が凍ったというような報道もございまして、大変気温の低い日が続いておる

わけでございます。世界的に見ましたら、零下５３度を記録したというような

ことも聞いとります。全世界中に異常気象に見舞われておるのかなというふう

に感じるわけでございます。昔は泣く子と地頭には勝てないというような言葉

もございました。今、泣く子と気候には勝てないというような言葉に言い換え

られるんじゃないかというような感じさえするところでございます。 

そんな中で、今日臨時議会を開会いたしたわけでございます。雪害対策、そ

の他もろもろの重要案件があるようでございます。 

皆様方の熱心なご討議、スムーズな運営にご協力いただきますよう、よろし

くお願いをいたします。 

 

議  長  本日の出席議員は１３名です。 

定足数に達しておりますので、ただいまから令和５年度第１回久万高原町議

会臨時会を開会いたします。 

これより本日の会議を開きます。          （午前９時３２分） 

 

議  長  本日の議事日程はお手元に配付の通りです。 

日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、６番熊代

祐己議員、７番高橋誠議員を指名します。 

 

議  長  日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は本日１日間にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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      （異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

従って、会期は本日１日間に決定いたしました。 

ここで町長の招集の挨拶を求めます。 

 

（河野町長を指名） 

 

町  長  皆さんおはようございます。本日も雪でございますけども、臨時会お願いい

たしましたところ、全議員の皆様方、万障お繰り合わせをいただいてご出席を

いただきまして大変にありがとうございます。どうぞ本日上程いたしておりま

す議案、適切な判断をいただけますようにお願い申し上げまして、開会にあた

ってのご挨拶に代えさしていただきたいと思います。 

本日どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。 

 

議  長  日程第３「諸般の報告」を行います。 

地方自治法第１２１条第１項の規定により、町長以下関係者の出席を求めま

したので、ご報告いたします。 

これで「諸般の報告」を終わります。 

 

議  長  日程第４、報告第１号「損害賠償に係る和解及び損害賠償額の専決処分の報

告について」を議題といたします。 

提出者の報告を求めます。 

 

（木下総務課長を指名） 

 

木下課長  提案理由の報告 

 

議  長  提出者の報告が終わりました。 
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これより質疑を行います。 

質疑される方、ございませんか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  この職員による事故等については、なかなか減らないという状況でございま

す。ちょっとお聞きしたいんですけれども、同じ方による繰り返し事故等を起

こしていると、そういった事例はあるんでしょうか。 

 

議  長  （木下総務課長を指名） 

 

木下課長  岡部議員の質疑にお答えいたします。 

同じ職員による度重なる事故ということになろうかと思いますけれども、詳

細な調査を行っているわけでもございませんので、ちょっと正確な数字を答え

にくいかとは思いますけれども、実際に報告が度重なってしてるものは、いる

ものというふうには思います。 

以上です。 

 

議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  今までもたびたびのこういう損害賠償の関係、報告がございますが、その度

に町長、副町長もしくはその総務課長が、今後一層研鑽に励み、二度とこうい

うことが起きないように、そういうことを繰り返し述べて、今までおられまし

た。しかしながらいっこうに減らない。今回のこの内容を見てみますと、サイ

ドブレーキを引き忘れたと。これ車運転の基本中の基本かと思います。そうい

ったその一瞬の気の緩みが大事に至るということの認識が非常に薄い。職員に

対しての徹底ができてない。これ常識的に考えたら、それ出来なきゃいけない

はずなんですけども、何べん指導してもおんなじことが、似たようなことが起

きるということになればですね、これはまた、議会軽視にも繋がる可能性もあ

ります。そういったことで今後起きないような強化策をどのように考えている
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のか。また、副町長、総務課長、こういった方が、やはりその指導力があるの

かないのか、やはりなんぼやっても減らないんであればですね、副町長、総務

課長あたりの自らを処すと、そういったこともぜひ検討すべきではないでしょ

うか。お答えをいただきたいと思います。 

 

議  長  （佐藤副町長を指名） 

 

副 町 長  岡部議員の質疑にお答えをしたいと思います。 

こういった損害賠償の案件につきましては、たび重なるといったところで、

議員のご指摘のことを私も深く心に留めております。 

内容につきましては、総務課長申しましたけれども、個人的なところ、１人

の職員が複数行っているのかといったところは、過去にもございまして、そう

いった場合には、研修期間でありますとか、適正な運転の検査をするようなと

ころにも、そういう対応もさせていただいたことございますので、今回、この

事故、損害賠償の決定のこの内容につきましても、もう一度精査をして、複数

ある場合には当然、職員、今まで通り、そういった対応もさせていただきたい

と思いますし、それから個人的なところと、それから組織的なところでのやは

り対応というところもございまして、昨日も課長会の中で、こういった天気の

中で、交通安全の徹底といったところを私、常に指導はしているところでござ

います。そういったところで、引き続き、やはり繰り返し、研修なりをしてい

く必要があろうかというふうに思います。月に１回職員会も行っております。

本年度も、交通安全の研修とかも行っておりますので、そういったところで、

再度、その対応、指導の方、職員への徹底、そういったところは見直していき

たいというふうに思います。 

 

議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  いつもながらのご答弁かと思います。私がお聞きした一番最後の、みずから

処すというところはもうもうそろそろ出さないとですね。やっぱり下の職員の

方々がですね、やっぱり人に、上司に迷惑をかけるんだと、町全体に迷惑かけ
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るんだと、そういう意識がない。そこあたり再度もう一度ご答弁いただけます

か。 

 

議  長  （佐藤副町長を指名） 

 

副 町 長  岡部議員の質疑にお答えをしたいと思います。 

やはり私自身も総務課長の職員の時代から、この対応についてはやってきた

ところでございますけれども、今後しっかりとそういった、職員の交通安全の

徹底を再度、総務課長と協議しながら進めていきたいと思います。 

そういった中で、必要によっては、岡部議員が言われたところは、検討はし

ていきたいというふうに思います。 

 

議  長  よろしいですか。 

他ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

以上で、報告第１号「損害賠償に係る和解及び損害賠償額の専決処分の報告

について」を終わります。 

 

議  長  日程第５、議案第１号「令和４年度久万高原町一般会計補正予算（専決第５

号）の専決処分について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（木下総務課長を指名） 

 

木下課長  提案理由の説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 
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これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  これ農林関係の雪害関係の除雪についての補正がございますけれども。これ、

すでに予算が決まっているものに対しての不足額かと思いますが、この農地、

或いはその林道、そういったところでのこの除雪の主な概要について、どうい

ったところを除雪されているのかをお聞きしたいと思います。 

 

議  長  （猪上建設課長を指名） 

 

猪上課長  岡部議員の質疑にお答えいたします。 

農道、林道につきましても、生活道路の除雪を行っております。 

以上です。 

 

議  長  よろしいですか。 

その他ございませんか。 

 

      （なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論される方ございませんか。 

 

      （なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 
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議案第１号は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

      （異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

従って、議案第１号「令和４年度久万高原町一般会計補正予算（専決第５

号）の専決処分について」は、原案の通り承認することに決定しました。 

 

議  長  日程第６、議案第２号「令和４年度久万高原町一般会計補正予算（第８

号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（木下総務課長を指名） 

 

木下課長  提案理由の説明。 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 
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お諮りします。 

議案第２号は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

従って、議案第２号「令和４年度久万高原町一般会計補正予算（第８号）」

は原案のとおり可決しました。 

 

議  長  日程第７、議案第３号「工事請負契約の締結について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。 

 

（辻本環境整備課長を指名） 

 

 

辻本課長  提案理由の説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方ございませんか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  この指名競争による建築の入札の関係ですけれども、指名業者の中に町内業

者は入っていないんでしょうか。 

 

議  長  （木下総務課長を指名） 

 

木下課長  岡部議員の質疑にお答えいたします。 

この入札につきましての町内業者の参加指名についてはございません。 
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以上でございます。 

 

議  長  よろしいでしょうか。 

他ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第３号は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

      （異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号「工事請負契約の締結について」は原案のとおり可決しました。 

 

議  長  日程第８、議案第４号「工事請負契約の締結について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（辻本環境整備課長を指名） 

 

辻本課長  提案理由の説明 
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議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方ございませんか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  この資料の中継施設の特に設備工事、こういった事例は比較的少ないと思わ

れます。そういった中で今回プロポーザルが実施されましたけれども、このプ

ロポーザルに応募した業者の数、そして、その審査方法、概要で結構ですが、

ご説明をお願いしたいと思います。 

 

議  長  （辻本環境整備課長を指名） 

 

辻本課長  岡部議員の質疑にお答えします。 

業者からの応募は１業者からの応募となっております。またプロポーザルの

審査会ですが、業者からの提案をプレゼンテーションにより審査しまして、そ

の審査員に本町のし尿等処分処理している松山衛生エコセンター所長の藤本所

長様を学識経験者として参加いただき、審査をしたところでございます。 

 

議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  今回一括発注ではなくて建築部分を指名競争入札、そして設備部門をプロポ

ーザルという形で、入札と審査をされておりますが、この建築工事と設備工事

では一般的に経費率が異なるのではないかというふうに認識をしておりますが、

概要でよろしいんですが、それぞれの経費率を説明をいただきたいと思います。 

 

議  長  （辻本環境整備課長を指名） 

 

辻本課長  岡部議員の質疑にお答えします。 

建築工事の場合は、国交省の積算基準に基づいております。また、機械設備
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工事の場合は、環境省の基準に応じて積算しておりますので、それぞれ経費に

差が生じておるところでございます。それで建築工事につきましては、諸経費

率が２９．２４％。機械設備につきましては２２．６８％となっておるところ

でございます。 

 

議  長  よろしいですか。 

その他、質疑ございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論される方ございませんか。 

 

      （なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第４号は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

      （異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

従って、議案第４号「工事請負契約の締結について」は原案のとおり可決し

ました。 

 

議  長  日程第９、議案第５号「工事請負契約の締結について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 
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（中川教育委員会事務局長を指名） 

 

中川局長  提案理由の説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

   

      （なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第５号は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

      （異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

従って議案第５号「工事請負契約の締結について」は、原案のとおり可決し

ました。 

 

議  長  日程第１０「議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題といたし

ます。お諮りします。 

議会運営委員長から、久万高原町議会会議規則第７５条の規定により、別紙
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のとおり、本会議、会期日程等を議会運営に関する事項について、閉会中の継

続調査の申し出がありましたので、了承したいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

 

      （異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

従って、「議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」は承認することと決

定いたしました。お諮りいたします。 

以上で、本臨時会に付議された案件はすべて終了しました。 

従って、これで閉会したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

      （異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

従って、本臨時会はこれで閉会することに決定いたしました。 

これで本日の会議を閉じます。          （午前１０時０２分） 

町長の挨拶を求めます。 

 

（河野町長を指名） 

 

町  長  閉会にあたりまして一言お礼を申し上げたいと思いますけど、本日、臨時会

におきまして上程をいたしました議案、皆様方、ご快諾をいただきまして、大

変にありがとうございます。まだまだ寒うございますが、明日からはいよいよ

お椿さんも始まるようでございまして、少しずつ春めいてないのかなというふ

うに思っております。どうぞ議員の皆様方におかれましては、ますますご健勝

でご活躍を賜りますように、心からお祈り申し上げ、本日の開会のお礼のご挨

拶に代えさしていただきたいと思います。 

大変お世話になりました。ありがとうございました。 
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議  長   閉会にあたりご挨拶申し上げます。町長のご挨拶もありましたが明日から

春を呼ぶ椿まつりが開会とはいえ、まだまだ気象の予報では寒い日が続くよう

でございます。ご自愛をいただきまして、それぞれの場でご活躍いただきます

ようお祈り申し上げます。 

 

議  長  以上で、令和５年度第１回久万高原町議会臨時会を閉会いたします。 

 

事務局   （終 礼） 
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